
学術交流協定等を締結している外国の大学への留学に関する規程 

平成２５年４月１日 

鳥取環境大学規程第１０号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立鳥取環境大学学則（以下「学則」という。）第４５条に規定する留学の

手続き等に関し、公立鳥取環境大学（以下「本学」という。）との間に学術交流協定等を締結し

ている外国の大学（以下「学術交流協定大学」という。）への留学について、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（留学志願者の募集） 

第２条 学長は、学術交流協定大学との協議に基づき、本学に在籍する学生に対して留学志願の

募集を行う。 

 

（出願手続） 

第３条 留学を志願する者は、指定された期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しな

ければならない。 

（１）留学願（別紙様式） 

（２）志望理由書 

（３）成績通知書 

（４）その他本学が必要と認める書類 

 

（留学生の選考） 

第４条 留学をする者（以下「留学生」という。）の選考は、学生生活・就職委員会で行う。 

２ 留学生の選考方法については、学長が別に定める。 

 

（留学生の決定） 

第５条 学長は、前条の選考に基づき教授会の議を経て留学生を決定し、当該決定者にその旨を

通知する。 

 

（留学の許可） 

第６条 学長は、前条の決定をした留学生のうち、所定の手続を完了した者の留学を許可する。 

 

（留学期間） 

第７条 留学期間は、原則として１年以内とする。 

２ 前項の期間は、本学の修業年限及び在学期間に算入する。 

 

（留学終了後の手続） 

第８条 留学生は、留学期間が終了したときは、帰国の日から１か月以内に報告書及び学術交流

協定大学が発行する成績証明書を学長に提出しなければならない。 

 

（単位認定） 

第９条 留学生が学術交流協定大学において修得した単位は、学則第４５条第３項の規定に基づ



き、他の大学等において修得した単位等の認定に関する規程第３条及び第４条の定めるところ

により、本学において修得したものと認定することができる。 

 

（授業料） 

第１０条 留学生は、留学期間中であっても本学の学生として授業料を納付しなければならない。 

 

（留学許可の取り消し） 

第１１条 学長は、留学生が学術交流協定の諸規定に違反したとき又は留学生としての本分に反

したときは、教授会の議を経て当該学術交流協定大学と協議の上、留学の許可を取り消すこと

ができる。 

 

（委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、学術交流協定大学への留学について必要な事項は別に

定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



様式（第３条関係） 

              留  学  願 

 

 

                           年   月   日 

 

 公立鳥取環境大学学長 様 

 

   〔申込者〕 学部学科 

 

         学籍番号 

 

        （ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄでふりがな） 

         氏  名                （ 男 ・ 女 ） 

         

 生年月日      年（西暦     年）   月   日 

          

連 絡 先 

  住  所   〒 

 

  電話番号 

 

  E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

  パスポートの取得     未  ・  済 

 

  未の場合の取得予定      年   月   日 

 

   〔保護者〕 氏 名 

              

         連絡先 

  住所    〒 

 

  電話番号 

 

    下記の大学への交換留学を希望するので出願します。 

 

 

                              

 

            チューター名（                ） 


